
令 和 ２ 年 ２ 月 2 8 日 

各市町教育委員会教育長様 

広島県教育委員会教育長 

（ 義 務 教 育 指 導 課 ） 

新型コロナウイルス感染症対策のため市町立学校における  

一斉臨時休業について（通知） 

このことについて，別紙写しのとおり，県立学校長に通知しました。 

 ついては，貴教育委員会において，新型コロナウイルス感染症への対応を進め

るにあたり，参考にしてください。 

なお，自宅で過ごすことが難しい児童生徒については，放課後児童クラブ等の

受入体制が整うまでの間を目途に，次の例を参考に，個別に学校で受け入れるこ

とを検討してください。 

【受入れの対象例】 

〇 小学校低学年の児童のうち，保護者が医療従事者又は介護保険施設等の社

会福祉・介護事業従事者※で，やむを得ず仕事を休めない場合 

〇 特別支援学級に在籍している児童生徒のうち，障害に対応した預かり先が

見つからない場合 

【預かり中の対応例】 

〇 一人当たりのスペースをできるだけ広く確保する。  

〇 原則として，当該児童生徒の学級担任が担当する。  

〇 原則として，担当教諭の指示のもと，既習部分の自習を行うこととする。 

〇 昼食は持参させる。 

※参考：新型インフルエンザワクチン接種に関するガイドライン（Ａ－１，Ａ－２，Ｂ－１）  

担当 教育振興担当 

電話 082-513-4977（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 



令和２年２月28日 

 

各県立高等学校長様 

 各県立中学校長様 

教 育 長 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策のため高等学校における 

一斉臨時休業について（通知） 

 

 このことについて，文部科学事務次官から別紙のとおり通知がありました。 

 ついては，当該通知を踏まえ，感染の流行を早期に終息させるため，集団によ

る感染拡大防止の観点から，次のとおり対応してください。 

 なお，新型コロナウイルス感染症については，日々状況が変化しているため，

今後も必要に応じて追加的な措置を実施する場合があります。 

 

１ 令和２年３月２日（月）から各校が定める学年末休業日の開始日まで臨時休

業とする。臨時休業期間中は，感染の拡大を防止するための臨時休業の措置で

あるという趣旨を踏まえ次の点について留意すること。 

・生徒に対して，臨時休業期間中については，不要不急の外出を避け，基本

的に自宅で過ごすよう指導する。 

・進路指導等の必要に応じて，最小限の生徒との個別対応は可能とする。 

・臨時休業期間中の部活動は行わない。 

２ 令和２年度公立高等学校入学選抜については，当初の日程どおり実施する。

なお，各学校においては，対応可能な範囲でアルコール消毒液の設置など，感

染防止の措置を講じること。 

３ 卒業式，修了式については，県内で感染が発生するまでは予定どおり実施す

る。 

４ 臨時休業中の終業式は実施しない。 

 

 

 

 

 

 

担当 高校教育指導課振興係 

電話 (082)513-4992 

 （担当者 松田，安部） 

○写  
 



令和２年２月 28 日 

 

 各県立特別支援学校長様 

 

教  育  長   

（特別支援教育課） 

 

新型コロナウィルス感染症対策のため特別支援学校における 

一斉臨時休業等について(通知) 

 

 このことについて，文部科学事務次官から別紙のとおり通知がありました。 

ついては，当該通知を踏まえ，感染の流行を早期に終息させるため，集団による感染拡大防止

の観点から，次のとおり対応してください。 

 なお，新型コロナウィルス感染症については，日々状況が変化しているため，今後も必要に応

じて追加的な措置を実施する場合があります。 

 

１ 令和２年３月２日（月）から各校が定める学年末休業日の開始日まで臨時休業とする。臨時

休業期間中は，感染の拡大を防止するための臨時休業の措置であるという趣旨を踏まえ，幼児

児童生徒に対して，不要不急の外出を避け，基本的に自宅で過ごすよう指導する。 

２ 一人で過ごすことができない幼児児童生徒の対応 

  保護者が仕事を休めない場合に自宅等で一人で過ごすことができない幼児児童生徒の対応

を次のとおりとする。 

(1) 上記の状況の幼児児童生徒がおり，社会福祉サービス等の利用ができない等のやむを得な

い理由により，日中の間，居場所を確保できない等の場合は，個々の状況をよく把握した上

で，この状況の幼児児童生徒の自主登校を受け入れるものとする。ただし，この場合，今回

の臨時休業の趣旨を保護者等に十分説明し，その目的を達せられるように理解を求めるもの

とする。 

(2) 自主登校の通学手段とするため，スクールバスは契約どおり運行する。（利用者がいない

場合は，契約どおり運行を停止して差し支えない。） 

(3) 寄宿舎についても，(1)と同様の理由で，希望がある幼児児童生徒を受け入れる。 

(4) 給食については，実施しない。寄宿舎の朝晩の食事についても同様とする。 

３ 令和２年度広島県立特別支援学校高等部入学者選抜については，次のとおりとする。（市町

教育委員会へは，別紙「令和２年度広島県立特別支援学校高等部入学者選抜の実施について」

のとおり通知します。） 

(1) 普通科（職業コースを除く。） 

  ○学力検査，面接等は実施せず，出願書類等を総合的に判断して合格者の決定を行う。 

  ○選抜結果の発表は，各特別支援学校が定める高等部入学者選抜実施要項に基づいて行う。 

(2) 普通科職業コース 

  ○各特別支援学校が定める高等部入学者選抜実施要項に基づいて選抜及び選抜結果の発表

を行う。 

  ○新型コロナウイルス感染症に係る追検査の対応は，令和２年２月 21 日付け「令和２年度

広島県公立高等学校入学者選抜等における新型コロナウイルス感染症への対応について

（通知）」による。 

写 



(3) 専門教育を主とする学科 

  ○広島県立広島中央特別支援学校が定める高等部入学者選抜実施要項に基づいて選抜及び

選抜結果の発表を行う。 

  ○新型コロナウイルス感染症に係る追検査の対応は，令和２年２月 21 日付け「令和２年度

広島県公立高等学校入学者選抜等における新型コロナウイルス感染症への対応について

（通知）」による。 

４ 卒業式については，県内で感染が発生するまでは予定どおり実施する。 

５ 臨時休業中の終業式については実施しない。 

 

担当 管理係 

電話 (082)513-4981 

（担当者 中島） 

 






